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※ 上記相談の対象は中小企業、個人事業主及び創業検討中の方のみとなります。
その他の方は知財コーディネーターが対応させていただきます。

※ 日程が変更になる場合がありますので、電話及びE-mail等にてご確認ください。
ＩＮＰＩＴ鳥取県知財総合支援窓口サイト（http://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tottori/）では、窓口状況の
確認もできますのでご利用ください。

お申し込み連絡先 INPIT 鳥取県知財総合支援窓口

■T E L    東部窓口：０８５７-５２-５８９４
西部窓口： ０８５９-３６‐８３００

■E-mail：torimado@toriton.or.jp 

≪ 知財総合支援窓口の電話が通話中の場合は下記におかけ直しください。≫

一般社団法人鳥取県発明協会 ０８５７－５２－６７２８
公益財団法人鳥取県産業振興機構 ０８５７－５２－６７２２

★商工会議所・図書館での相談会等のご案内
※ご予約・お問い合わせは、各会場にご連絡ください。各会場共通 開催時間は13:00～16:00

「知財専門家駐在日」のお知らせ

≪INPIT 鳥取県知財総合支援窓口≫

月 日 時 間 場 所 知 財 専 門 家

10月 3日 (水) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 西部ｾﾝﾀｰ 2階 田中(俊)弁理士

10月 4日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 黒住弁理士

10月 11日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 中西弁理士

10月 18日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 田中(秀)弁理士

10月 25日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 上田弁護士

１

月　　日 会　場　(予約・問合せ先電話) 名　称 時　期

10月  2日 (火)

10月 16日 (火)
倉吉市立図書館  (TEL：0858‐47‐1183)  毎月第 1・3 火曜日（13:00～16:00）

10 月  5日 (金)

10 月 19日 (金)
倉吉商工会議所  (TEL：0858‐22‐2191)  毎月第 1・3 金曜日（13:00～16:00）

10 月  9日 (火) 鳥取県立図書館  (TEL：0857‐26‐8155)  毎月第 2 火曜日（13:00～16:00）

10 月 10日 (水) 境港商工会議所  (TEL：0859‐44‐1111)  毎月第 2 水曜日（13:00～16:00）

10 月 17日 (水) 米子商工会議所  (TEL：0859‐22‐5131)  毎月第 3 水曜日（13:00～16:00）

10 月 23日 (火) 米子市立図書館  (TEL：0859‐22‐2611)  毎月第 4 火曜日（13:00～16:00）

特許相談会  毎月第3火曜日（10:30～16:30）鳥取商工会議所 中小企業相談所     (TEL : 0857-32-8005)

特

許

等

無

料

相

談

会

独自開催
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第６０回鳥取県発明くふう展 作品募集のお知らせ

年に一度のアイデアの祭典
鳥取県発明くふう展!!

子どもから大人まで、
「面白い！」「なるほど！」
な作品をお待ちしております。

◆お申し込み・お問い合わせ◆

一般社団法人鳥取県発明協会
〒689-1112 鳥取市若葉台南7-5-1
電話：0857-52-6728 FAX：0857-52-6674

応募の詳細は、
ホームページを
ご確認ください。

募集期間
平成３０年８月１日（水）～ 平成３０年９月２５日（火）

募集作品の詳細

①生活用品の改良考案、意匠及び産業上有益な発明等。

②著作権の存続している著作物（音楽・イラスト・キャラクター等）は使用しない。

③大きさは、縦・横・高さ 各１ｍ以内・重量２０ｋg以内。

作動のわかる試作品又は模型。

作品展示期間・会場
期間：平成３０年１１月３０日（金）～１２月４日（火）
会場：中電ふれあいホール３階展示室 （鳥取市片原１丁目２０１）

たくさんのご応募
お待ちしております！

下田一弘先生が表彰を受けられました

鳥取県知財総合支援窓口では、知的財産に関する様々な相談に、専門

家の先生方が対応してくださっております。

この度、鳥取県知財総合支援窓口で派遣専門家として相談対応にご協

力いただいております下田一弘先生が、平成３０年７月、日本弁理士会

から弁理士会会務の運営に尽力された功績で表彰を受けられました。

2018.092

下田 一弘先生

下田先生のご専門は、光学・バイオ等

多岐に渡り、東京の「下田知財経営綜

合事務所」、「萩原国際特許事務所」

で弁理士として、また、鳥取県内の複

数の企業で顧問弁理士をされるなど、

多数ご活躍です。

下田先生、おめでとうございます。



「企業連携出前授業（ 第１回 ）｣ 開催報告

平成３０年７月３１日（火）、三洋テクノソリューションズ鳥

取株式会社様にご協力頂き、「タブレットの耐久性向上」を

テーマとした出前授業を、中学3年生７０名を対象に、福部町コ

ミュニティーセンターにて開催しました。

参加した中学生は、姉妹都市の締結を行っている鳥取市と姫路

市の中学3年生（各35名）で、3日間の合宿交歓会の交流活動の

一環として参加しました。

授業は、 タブレットに鋼球を落下させて耐久性を確かめる実

験のほか、耐久性を高める仕組みについて、グループで考えて

発表するグループ学習なども行われました。

これらの学習を通じて、県内のモノづくり企業の製品開発の

一端を知ることができる良い機会となりました。

・普段は見ない内部構造について深く知ることができ、良かった。今のタブレットはとても進化し
ていると思いました。

・身近に使っているタブレット、カラオケ用のタブレットがなぜ衝撃に耐えることができるのかが
実験や分解を通して良くわかりました。

・とても楽しかったです。でも、ちょっと難しい言葉が出てきたところはちょっと分かりませんで
した。

・分解など絶対にできない実験ができて良かったです。実際に実験が見れて良かったです。

・今日、このような日にこうした実験ができたことは、今の僕たち中学3年生の将来を考える時期
としてとても良かったことでした。

・難しい構造なども部分の名称や役目とともに説明していただき、動画なども利用したりと楽しく
学ぶことができました。

・知らない事ばかりで驚きました。もっと深く知る事ができる機会があれば知りたいです。今日は
ありがとうございました。

◆アンケートの感想より◆
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「企業連携出前授業」では、第２回を９月１４日に世紀小学校（モルタルマジック株式会社様ご協力）

で開催のほか、第３回を９月２６日：五千石小学校（株式会社日本マイクロシステム様ご協力）、第４回

を１０月２３日：関金小学校（モルタルマジック株式会社様ご協力）、第５回を１１月１日、久松小学校

（モルタルマジック株式会社様ご協力）、第６回を１２月１１日、五千石小学校（気高電気株式会社様ご

協力）で開催予定です。

鳥取県発明協会では、発明の奨励、青少年等の創造性開発育成を

行うことにより、科学技術の振興を図り、もって地域経済の発展

に寄与することを目的に日々活動しております。その活動の一環

として、青少年創造性育成を目的とする「企業連携出前授業」 を

開催します。現在開催済みの出前授業について、開催の模様を報

告いたします。



開場前、工作の準備中の野出先生

「ボンドをつけるちょうどいい量」を
実際にみんなに見せてくれる野出先生

真剣にドミノの仕掛けを工夫する子どもたち

2018.094

平成３０年度鳥取県・鳥取県発明協会主催啓発イベント
「モノづくり体験教室」を、平成３０年８月１０日（金）に開
催いたしました。

当日は、とりぎん文化会館にて、ＴＯＹクリエイターの野出
正和氏を講師にお迎えし、「コロコロドミノ」工作にチャレン
ジしよう！！と題し、工作教室を開催。４５組の小学生親子が
野出先生からプロの技を伝授していただきました。

「モノづくり体験教室」開催報告

「工作でいちばん大切なのは「楽しく作ること」。周りの人は、

手伝ってあげる程度のサポート役に徹してあげてください。自

分でがんばったという経験が、未来の成長ににつながります」

野出先生に仕掛けの仕組みを教わります



■アンケートより感想抜粋■

・とっても楽しそうに夢中で工作していて、見ていてうれしかったです。先生のお話もおもしろかったです。
・今日はほぼ先生の見本通りに作りましたが、自分で工夫してできるようになるといいな、と思いました。
・ふだん自発的に行動しているところをあまり見ないので良い機会でした。工作がますます好きになったそ

うです。
・とてもすばらしい企画だと思いますので、定員をもう少し増やしてください。

～皆様、貴重なご意見等 ありがとうございました～

この日の工作でまず、ボンドをつける量や固まるまでの時間など、「工作の基

本」から教えてくださった野出先生。基本を伝え終わると、ステージにみんな

を集めて、工作の手順や仕掛けの技や作るときのコツを解説。目を輝かせて先

生の手元を見つめる子どもたちの姿に、こんなにも工作が魅力的なものだとい

うことに改めて気づかされました。「工作でいちばん大切なのは「楽しく作る

こと」」という野出先生のメッセージ、みなさんにしっかり伝わったと思いま

す。「工作の達人」に認定されたみなさんには、これからも楽しく工作して、

創造、工夫する喜びをいつまでも持っていてほしいと心から願います。

野出先生、会場に来てくださったみなさま、関係者のみなさま、

ありがとうございました！

野出先生から参加したみんなひとりずつに、
「工作の達人」認定証 が贈られました。

「工作の達人」になった子どもたちに、先生から約束！

「みんなはもう「工作の達人」だから、おもちゃや
ゲームを買わなくても自分で作ることができます。
まわりにある材料を使って、自分で作って遊んでみ
てください！」

先生の作った「コロコロドミノ」は
すごい仕掛けがいっぱい！
どんな技が使ってあるのかな？？

工夫してつくった仕掛けに
ビー玉を転がすよ！うまくできたかな？

2018.09
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「モノづくり体験教室」開催報告

あなたは楽しく工作をすることができたので、

「工作の達人」に認定します！

自信を持って工作してください。



鳥取県知的所有権センター担当者より

鳥取県産業振興機構・知的所有権センター

特許流通コーディネーター 芦崎 幸弘

5月より鳥取県産業振興機構の特許流通コーディネータとして本部で勤務しております芦崎です。

県内外の特許・技術の発信、導入を柱に県内企業様の知的財産業務や契約業務等の支援をさせて頂

きたいと思います。

大阪を中心に福井、鳥取、神奈川、愛媛などで勤務しておりましたので、その経験も活かせたら

と思います。よろしくお願いします。

寄稿などは初めての経験ですが、今回はメーカ時代に時折利用していた国立国会図書館関西館に

ついて少し紹介します。メーカでは製品開発前に先行技術調査が行なわれています。特許文献であ

れば J-PlatPat や商用検索システムで検索できますが、非特許文献を検索する必要のある場合は

Web検索の他に図書館情報を利用することも多いと思います。

国立国会図書館の東京本館は地下鉄を上がったところで行きやすいのですが、関西館は京阪奈丘

陵の高台にあるため、車を利用しない場合は電車とバスを乗り継いで行くので少し時間が掛かりま

す。反面、まだまだ広大な土地があるため、発展性に富んだ位置にあると思います。

国立国会図書館は、国会図書館としての機能があり、関西館では議員等からの問い合わせが年間

4万件以上あるそうです。また、国立図書館の機能としては国内出版物の網羅的な収集と保存が行

われています。身近にある図書館とは違って縁遠いようですが、「満１８歳以上の方はどなたでも

利用できます」と入口にパネルが立っています。（写真１）

構造は地上部分と地下部分からなり、

一般の閲覧室は地下１階にあります。

さらにその地下に３層構造の書庫があ

るようです。（私は見たことはないで

すが、定期的に館内ツアーを行ってお

り、申し込めば見せてもらえるようで

す）貸出しは行われていませんが閲覧

室で申し込めば15分前後で手元に届い

て閲覧できます。

2018.09

国立国会図書館関西館について
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【 写真１ 】国立国会図書館関西館入口

あしざき よしひろ



鳥取県知的所有権センター担当者より

収蔵能力は東京本館が１２００万冊、関西館が６００万冊ですが、関西館はさらに増築中で将

来は２０００万冊になるそうです。（写真２：写っているクレーンは関西館の裏手で増築工事中

のもの）

関西館の特徴としては、国内博士論文、文科省科研費報告書、科学技術系洋雑誌などが所蔵さ

れていることや、アジア関係資料が所蔵されていることです。申し出れば科学技術関連文献抄録

データベース「JDreamⅢ」を使うこともできます。また、国内医学文献抄録索引データベース

「医中誌Web」などのセミナーも館内で行われていました。個人的な感想は、閲覧室を見る限り、

科学技術関係（いわゆる理系）とアジア関係の書籍や雑誌が目立つので、この方面の調査研究を

される方にはピッタリと思います。

ちなみにアジア関係の書籍、雑誌、新聞を見ると、書籍はコリア、中国、東南アジア、南アジ

ア、西アジア、北アフリカの書架がありました。特に中国関係は学会誌からファッション誌に至

るまで置いてあります。新聞は朝鮮語、中国語（中国、香港、台湾、シンガポール、マレーシ

ア）、および諸言語（モンゴル、フィリピン、インドネシア、シンガポール、マレーシア、ベト

ナム、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリラ

ンカ、イラン、エジプト、レバノン、シリア、イスラエル、トルコ）と分けられていて最新の新

聞が読めるようになっています。中国の新聞だけでも20紙以上はありました。（私には猫に小判

ですが）

関西館は鳥取から近いので、具体的な調査テーマを持たれている方や近くまで行く用事のある

方は一度寄られてみてはどうでしょうか。（なお、付近には観光スポットがたくさんあるので、

わざわざここを見学にだけ行くのは少し時間がもったいない気がしますが）

大阪からは、地下鉄御堂筋線でなんばまで行き、近鉄電車で大阪難波 → 生駒 → 学研奈良登

美ヶ丘、そこからバスで学研奈良登美ヶ丘→国立国会図書館です。京都からは、近鉄電車で京都

→ 丹波橋 → 新祝園（しんほうその）、そこからバスで祝園（ほうその）→ 国立国会図書館です。
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【 写真２ 】国立国会図書館関西館バス停

（関西館中央奥に２基のクレーンが見える）
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知財Ｑ＆Ａ

「知財Ｑ＆Ａ」は、知財総合支援窓口で実際にご相談のあった事例の中から、

皆様のお役に立つと思われる案件をピックアップしてご紹介しています。

Ａ

仕様変更により商標登録された商品を使用しなくなった後も、

カタログに登録商標名を掲載することの問題点は？Ｑ

意匠の新規性の喪失の例外が適用できる場合は、意匠出願して権利化する

のが良いでしょう。適用できない場合は、権利保護は難しいようです。

Ａ社がＢ社の織物（登録商標名「ＸＹＺ」／指定商品 織物）を使用した製品Ｃ

を製造・販売し、当該製品Ｃのカタログに、『「ＸＹＺ」はＢ社の登録商標で

す。』と記載していました。

その後、Ａ社は、製品Ｃの仕様を変更し、「ＸＹＺ」以外の織物を使用した製品

Ｃ´を製造・販売することになりましたが、カタログの「ＸＹＺ」に関する記述の改

訂と製品出荷とのタイムラグが発生して、「ＸＹＺ」を使用していないにもかかわ

らず、カタログに「ＸＹＺ」の記述が残る事が予想されます。

この場合、どのような問題が発生するのでしょうか？

①Ｂ社から織物「ＸＹＺ」を購入していないにも関わらず、カタログに『「ＸＹＺ」は

Ｂ社の登録商標です。』と記載することは、Ｂ社に無断で登録商標「ＸＹＺ」使用す

ることになりますので、商標権侵害となります。

したがって、冒頭のとおり、速やかにカタログから『「ＸＹＺ」はＢ社の登録商標

です。』を削除する修正が必要となります。また、製品Ｃ´出荷時からカタログを修

正するまでの期間については、「ＸＹＺ」の商標権者であるＢ社の了解を得て商標権

侵害を回避する必要があります。

②なお、商品Ｃ´を販売している期間に、カタログに『「ＸＹＺ」はＢ社の登録商標で

す。』と記載することが商標法第７４条の虚偽表示に該当するか否かですが、同法に

おける虚偽表示は、例えば、登録商標ではない「ＡＢＣ」について、『「ＡＢＣ」は

Ｂ社の登録商標です』と記載することが該当し、『「ＸＹＺ」はＢ社の登録商標で

す。』を指定商品「織物」に対して使用することは、虚偽表示には該当しません。

但し、登録商標「ＸＹＺ」が一定以上の品質を有する製品というように需要者に認識

されている場合には、不正競争防止法第２条第１項第十三号の誤認惹起や景品表示法第

４条第１項第一号の不当表示違反に問われる可能性もありますので、この意味でも速や

かにカタログを修正することが重要です。

商標権違反となりますので、速やかにカタログを修正する必要があります。

なお、製品Ｃ´出荷時からカタログを修正するまでの期間については、

「ＸＹＺ」の商標権者であるＢ社の了解を得ることが必要です。

2018.09
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知財Ｑ＆Ａ

■参考情報１：商標法

（虚偽表示の禁止）

第七十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛

らわしい表示を付する行為

二 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、

その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

三 商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品

若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品

の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれ

と紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為

四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付し

たもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役

務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供

する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれ

と紛らわしい表示を付したもの（次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」とい

う。）を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

五 役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、

引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

■参考情報２：不正競争防止法

（定義）

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

（中略）

十三 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信に
その商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務
の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表
示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、
輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を
提供する行為

■参考情報３：不当景品類及び不当表示防止法

第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれか
に該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のも
のよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しく
は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優
良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的か
つ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

本文及び知的財産権についてのご相談は、
お気軽に『鳥取県知財総合支援窓口』まで！

電話：０８５７－５２－５８９４
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書籍のお知らせ ( 発明推進協会の本 2018.8 ）

【書籍申し込み・入会お問い合わせ】

一般社団法人鳥取県発明協会 ☎ 0857-52-6728  E-Mail   hatsu@toriton.or.jp

鳥取県発明協会の会員様は
発明推進協会発行の書籍が２０％ＯＦＦになります。

鳥取県発明協会 会員価格： 2,592円

14

鳥取県発明協会会員価格： 1,296円

バイオテクノロジーは医薬、食糧、エネルギー、環境の各分野で今や欠く
ことができない技術となっています。特に生体分子が主体となりつつある医

薬分野では、生命現象を解析し、これを大量生産するために、バイオテクノ
ロジー技術は重要となっています。バイオテクノロジーや医薬の分野は、特
許出願数が多くありませんが、それゆえ的確な知財戦略が必須となっていま

す。本書には、バイオテクノロジーや医薬の特許出願のためのノウハウが満
載です。

ISBN 978-4-8271-1302-0

競争力を高める
バイオ医薬系
クレームドラフティング

特許業務法人志賀国際特許事務所
知財実務シリーズ出版委員会 編
A5判 232頁 定価 1,620円
送料 300円

大きく変わるソフトウエア特許に対応！

立花 顕治 著
A5判 288頁 定価3,240円
送料300円

日本における主要な特許出願国としては、米国、欧州、中国が挙げら
れますが、パリルート、PCTルートのいずれを利用しても、実体的な審
査は、各国（地域）独自の法制に従うことになります。ところが、日本
とこれらの国（地域）では、言語の相違に加えて、明細書作成のコンセ
プトが異なるため、日本と同じ感覚で明細書を作成すると、権利化が困
難になるだけでなく、代理人費用の増大等、種々の問題が発生してきま
す。本書では、日米欧中の明細書作成のプラクティスの相違を配慮し、
日本語の段階で対応できる標準化された明細書の作成について解説して
います。米国、欧州、中国で特許出願を行う際の相違点を明確にし、そ
の留意すべき手続きについても解説し、かつ、最近の法改正等にも対応
した改訂版です。 ISBN 978-4-8271-1274-0

2018.09

日米欧中に対応した
特許出願戦略と審査対応実務
改訂版

鳥取県発明協会 会員価格： 2,592円

再版できました！

鈴木 壯兵衞 著
A5判 362頁 定価 3,240円
送料350円

わが国においては、2009年より日米欧共通出願様式での特許出願
が開始されましたが、現在では、韓国、中国を加えた五つの特許
庁の枠組みにおいても、共通出願様式の採用が推進されています。
本書は、長く特許事務所内で指導してきた著者が、共通出願様式
に対応した明細書及び図面等の記載方法を具体的に解説し、その
考え方や心構えまでも指南するものです。企業の知的財産部員、
中小企業の経営者はもとより、経験の浅い弁理士、さらには学生
や研究者など、“プロの技”を志向する方は必見の一冊です。

ISBN 978-4-8271-1201-6

日米欧中韓共通出願様式時代
特許明細書等の書き方
プロフェショナル・アマチュアのための教本

新米国特許法（AIA）は2011年9 月16日に制定されてから数年以上実施
されて、米国特許商標庁は必要な審査ガイドライン、運用基準、施行規則、
審査官用トレーニング資料、AIA 統計資料等を整備し、連邦裁判所もいく
つかの判例を出してきたので審査のあり方は明らかになってきています。
本書は、判例を入れて体系的に整理し、米国特許商標庁発行の最新資料、
情報を取り入れてわかり易く取りまとめています。今後の法改正の重要点
である101条特許主題、102条公表の定義、当事者系／登録後レビュー等の
改正提案の内容も紹介しています。参考として日米欧特許法比較や米国特
許法基本問題（クレーム解釈、有効性、不公正行為、侵害）の法解釈のあ
り方の解説を追加し、内容を充実させています。

鳥取県発明協会会員価格： 3,024円

新米国特許法
対訳付き 2017年版

服部 健一 著
A5判 560頁 定価3,780円
送料350円

ISBN 978-4-8271-1298-6

なおも更新中！

鳥取県発明協会 会員価格： 3,888円

増刷できました！

競争力を高める特許リエゾン

特許業務法人志賀国際特許事務所
知財実務シリーズ出版委員会 編
A5判 816頁 定価 4,860円
送料 350円

本書は、自社の製品を保護する強い特許を発掘・強化して訴訟等
の権利行使に耐え得るものを創造し、各技術分野での応用や海外
での活用等を、半世紀にわたるノウハウを開示した実務書です。
企業知財部の方々や特許事務所の明細書作成者の方々には、必須
の一冊です。

ISBN 978-4-8271-1263-4

2016年度に出された知的財産権に関連する裁判の判決から、注目の
判決を厳選して掲載した実務家にとって必読の書です。審決取消事例

を含む70件を掲載しています。判決を①事実関係②争点③裁判所の判
断④実務上の指針の4つの視点から解説し、1件4頁にコンパクトにま
とめた判決集です。また、●裁判例インデックス●裁判例索引●キー

ワード索引がついています！

鳥取県発明協会会員価格： 2,592円

実務上の指針を付した知的裁判判例集

実務家のための
知的財産権判例70選
2017年度版

一般社団法人弁理士クラブ
知的財産実務研究所 編
A5判336頁 定価3,240円
送料300円

ISBN 978-4-8271-1303-7

バイオ・医薬系の特許明細書の書き方！



※詳細は公報にてご確認ください。

※公報の送付をご希望の方は、鳥取県発明協会（0857-52-6728）まで申し込んで

ください。（価格・・会員：1枚 21円、会員外：1枚 32円＋送料）

鳥取県特許関係情報 (平成３０年８月発行)
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◆特許公報目次・実用新案登録公報目次◆

出願人氏名 発明の名称 公報番号 出願番号 出願日

エイベクト株式会社 携帯デバイス及びそのモード切替方法、プログラム 2018-132968 2017-026619 2017/2/16

株式会社ＭＩＣＯＴＯテクノロジー 医療シミュレータ 2018-120205 2017-149616 2017/8/2

株式会社アサヒメッキ ステンレス鋼発色管理方法およびシステム 2018-127696 2017-022581 2017/2/9

株式会社コクヨＭＶＰ 綴じ具のパッド 2018-122443 2017-014070 2017/1/30

株式会社大協組 リン吸着材及びその製造方法 2018-126683 2017-020932 2017/2/8

国立大学法人鳥取大学 翼及びそれを用いた風車 2018-119483 2017-011883 2017/1/26

国立大学法人鳥取大学 医療シミュレータ 2018-120205 2017-149616 2017/8/2

国立大学法人鳥取大学 リン吸着材及びその製造方法 2018-126683 2017-020932 2017/2/8

国立大学法人鳥取大学 情報処理装置、情報処理システム、移動経路決定方法及びプログラム 2018-129000 2017-023585 2017/2/10

国立大学法人鳥取大学 情報処理装置、情報処理システム、移動経路決定方法及びプログラム 2018-129001 2017-023594 2017/2/10

国立大学法人鳥取大学 組換え大腸菌及びその利用 2018-130127 2018-105597 2018/5/31

国立大学法人鳥取大学 検査装置 2018-130983 2017-024033 2017/2/13

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター ステンレス鋼発色管理方法およびシステム 2018-127696 2017-022581 2017/2/9

長尾 尚道
箱入り（テッシュ）を、任意の（壁面等）に取り付ける事が出来る器具であ
り、車椅子、障碍者当の使いやすい場所に取り付け使用できる。

2018-126480 2017-032676 2017/2/7

鳥取県 医療シミュレータ 2018-120205 2017-149616 2017/8/2

三浦 典正 ＤＮＡ損傷を修復するＲＮＡ分子 WO2017/073689 2017-547864 2016/10/27

三浦 典正 メチル化関連酵素ＨＡＴ１とＫＡＴ８の阻害薬 WO2017/073692 2017-547866 2016/10/27

青柳 重明 物干し台用転倒防止器具及び物干し台用転倒防止器具のｾｯﾄ品 登-03217659 2018-002185 2018/6/13

株式会社ＭＡＳＵＤＡ 張架・牽引材長さ調節装置 特-06377105 2016-144104 2016/7/22

株式会社徳永組 張架・牽引材長さ調節装置 特-06377105 2016-144104 2016/7/22

公益財団法人鳥取県産業振興機構 張架・牽引材長さ調節装置 特-06377105 2016-144104 2016/7/22

合同会社放射線測定システム Ｘ線撮影補助具 特-06367457 2017-236371 2017/12/8

国立大学法人鳥取大学
イオン液体、レドックスフロー二次電池用電解液、レドックスフロー二次電
池および塩

特-06371157 2014-156541 2014/7/31

国立大学法人鳥取大学 精神疾患判定装置 特-06371366 2016-240737 2016/12/12

国立大学法人鳥取大学
分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼ依存性組換えワクシニアウイルス
（ＭＤ－ＲＶＶ）及びその使用

特-06378200 2015-549229 2014/11/20

神鋼機器工業株式会社 高圧ガス容器 特-06381121 2014-216394 2014/10/23

竹下 清助 電気コーヒーメーカー 特-06376369 2017-219503 2017/10/26

鳥取県 廃電子基板からの金属の回収方法 特-06369797 2014-046258 2014/3/10

◆商標出願状況◆

商標権者 文字商標 出願番号 指定商品又は指定役務

株式会社ウィードメディカル ＷＥＥＤ 2017-120535 第35類,第39,第43,第44類

有限会社ルウ研究所 ＫＩＬＡＬＵＮ 2017-138077 第3類

有限会社ルウ研究所 Ｒ、ＲＵＫＥＮ 2017-138078 第3類

株式会社ＨＥＲＯ 上部頸椎ダイレクトストレッチ 2017-159120 第44類

株式会社米吾 吾左衛門 2017-143403 第29類,第30類,第33類

株式会社米吾 吾左衛門本舗 2017-143404 第29類,第30類,第33類

松田 啓一 セブンハンドル 2017-130708 第8類

特定非営利活動法人ラ・ルーチェ絆縁 パパイヤ葉茶、いなばの恵み 2017-138694 第30類,第32類

佐々木 優子 いちご舎本舗 2017-125386 第35類

鳥取県 ＤＡＩＳＥＮ 2017- 18753 第33類

浦上 克哉 ＪＯＵＲＮＡＬＯＦＤＥＭＥＮＴＩＡＰＲＥＶＥＮＴＩＯＮ 2017-132447 第9類,第16類

株式会社ガルデンス イエトニワ、家と庭 2017-151237 第37類

杉内商事株式会社 強肩王 2017-140327 第41類

株式会社レクサー・リサーチ ＤＥＥＰＴＨＩＮＫＩＮＧ 2017-144341 第9類

鳥取中央農業協同組合 潮騒熟成 2018- 68048 第31類



鳥取県発明協会会員向けサービスのご案内

●サービス名・・・・「つきいち検索サービス」(無料・希望者のみ)

●サービスの概要・・ご希望のキーワード群（最大３群）を登録していただき、前１ヶ月間に登

録・公開になった公報を特許情報プラットフォーム(J-Plat-Pat)を使用し

て検索した結果（リストのみ）を毎月1回無料で送付します。

●その他・・・・・ 本サービスは会員外は有料（3,000円/年間・ｷｰﾜｰﾄﾞ群）

公報全文の送付は有料（会員21円／枚、会員外32円／枚）

●当協会ホームページにバナー広告を掲載いたします。(希望される法人会員のみ)

～入会(会員)及びサービスの詳細は下記「お問合せ・お申し込み先」までご連絡ください～

鳥取県発明協会協賛会員募集のお知らせ

特に、次代を担う青少年の創造性豊かな人間形成を図ることを目的として行っている事業に対

しご賛同いただける方に、協賛会員という形で事業運営にご協力をお願いしています。（ただし、

協賛会員は社員総会での議決権はありません。）

≪会員特典≫

① 協会主催の青少年向け啓発イベント及び発明教室等の優先案内

② 協会が主催する青少年向け啓発イベント及び発明教室における参加費及び

材料費の減免又は免除 （この特典は、会員本人及び父母、祖父母又は子、孫に適用する）

③ 協賛会員の希望による青少年向けニュース及び会報誌の無料配布

≪年会費≫

一口 ３，０００円 （何口でもご加入いただけます）

≪申し込み方法≫

下記「お問合せ・お申し込み先」までご連絡ください。

■お問合せ・お申し込み先■

一般社団法人鳥取県発明協会
〒689-1112 鳥取市若葉台南７丁目5番1号
電話：0857-52-6728 FAX：0857-52-6674
E-mail:hatsu@toriton.or.jp

みなさまのご応募
お待ちしております！

第60回 鳥取県

「発明くふう展」
応募締切間近です！！

幼稚園・保育園、
小中学校の児童
・生徒のみなさんは、

第18回 鳥取県

「未来の科学の夢 絵画展」
も、是非ご応募ください！


